
災害リスクの把握



災害リスクの把握 —国管理河川の洪水浸水想定区域図—

淀川浸水想定区域図

Ø洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、
対象とする河川が大雨によって氾濫した場合に、
その氾濫水により浸水が想定される区域および
水深を示した図。

洪水浸水想定区域図



③「浸水想定区域」をクリック

①大阪府HPトップページ

『防災・安全・危機管理』

↓

『防災』

↓

②『防災情報』

↓

③『浸水想定区域図』

確認したい河川をクリック

芥川の浸水想定区域図 神崎川の浸水想定区域図

ＨＰでの閲覧のほか

市町村及び大阪府の
土木事務所、河川室で
も図書で閲覧ができま
す。

災害リスクの把握 —府管理河川の洪水浸水想定区域図—
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■ 「洪水リスク表示図」
http://www.river.pref.osaka.jp/

災害リスクの把握 —府管理河川の洪水リスク表示図—



住民の避難訓練状況
（豊能町での避難訓練）

地域版土砂災害ハザードマップの作成・
配布（泉佐野市）

●情報伝達・警戒避難体制の整備【市町村等】
市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに、土砂
災害に関する情報収集・伝達等その他警戒避難体制に関する整備が
図られる。

●ハザードマップの配布【市町村等】
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、
避難地や情報伝達手段等を記載したハザードマップなどの配布
等必要な措置を講じる。

建築物の移転等の勧告

○ ×

●特定開発行為に対する許可制【都道府県】
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校、医療施設の建築のため
の行為は、基準に従ったものに限って許可される。

●建築物の構造規制【都道府県または市町村】
居室を有する建築物は、安全性を確保できる構造となってい
るかどうか、建築確認がされる。

●建築物の移転等の勧告【都道府県】
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが大きい
と認めるときは、建築物の所有者等に対し、移転等の勧告の
制度がある。

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

○急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に
危害が生じるおそれがある区域を指定

○急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民
等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域を指定

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）

●土砂災害が起きそうな場所を

と に分けて

みなさんにお知らせしています！
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＜国交省より引用一部加工＞

災害リスクの把握 —土砂災害のリスク・土砂災害警戒区域等の指定—

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）



図面欄のリンクをク
リックすると

詳細な地図が確認で
きます

こちらの図面で指定されているかご確認ください

最寄りの土木事務所・市町村でもご覧いただけます

災害リスクの把握 —土砂災害警戒区域等の指定—



災害リスクの把握 —津波浸水想定区域図（南海トラフ巨大地震）—

大阪府 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会 検索 URL： http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/bukai/

大阪府 南海トラフ巨大地震災害対策検討部会
のホームページにアクセス！

大阪府域の全１６ブロックの詳細な津
波浸水想定区域図が確認できます。
まず、施設の場所を見てみましょう！



ハザードマップ
Øハザードマップは、洪水・土砂災害・津波災害などのリスクとともに、
避難に関する情報等が記載されたものです。

○（例）摂津市のハザードマップ
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避難場所

行政機関の連絡先 等

浸水深の表示

災害リスクの把握 —ハザードマップ—



避難情報の入手と活用



避難情報の入手と活用 —避難行動のタイミング—

どんなときに発令避難情報の種類 みなさんのとるべき行動

ひなんじゅんび

避難準備・
こうれいしゃとうひなんかいし

高齢者等避難開始

ひなんかんこく

避難勧告

ひなんしじ （きんきゅう）

避難指示（緊急）

事態の推移によっては避
難勧告や避難指示（緊急）
等を発令することが予想さ
れる場合

災害による被害が予想さ
れ、人的被害が発生する
可能性が高まった場合

災害が発生する状況がさ
らに悪化し、人的被害の危
険性が非常に高まった場
合、または災害が発生し現
場に残留者がある場合

○ いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じ
る人は、避難を開始しましょう。

◎施設を利用されている要配慮者を計画された避難場所への
避難誘導及び支援行動を開始してください。

○身の安全を確保し、家族、近所で助け合いながら避難場所へ
避難をしましょう。

○浸水等が始まってからの避難は危険
です。状況に応じて、自宅の2階以上へ
避難をしてください。

○地下空間にいる人は、速やかに安全
な場所に避難しましょう。

○直ちに避難をしてください。
○外出することでかえって命に危険が及ぶ

ような状況では、自宅内のより安全な場所
や近所の頑丈で高い建物へ避難しましょう。

低

危
険
度

高

○避難情報には以下のものがあります。 ここがポイント！



はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

水
位
の
上
昇

時 間

決壊

避難情報の入手と活用 —避難行動のタイミング（洪水の場合）—

ふだんの水位

河川水位 河川情報 市町村からの情報

はん濫危険情報

はん濫警戒情報

はん濫注意情報

避難勧告

避難指示（緊急）

住 民

避難準備・
高齢者等避難開始

※注意 河川水位の高さと堤防や家との関係は定まったもの

ではありません。あくまで説明用の想定です。

（注意）

避難勧告等の発令基準は各市町村ごとに設定さ
れています。図は標準的なものを示しています。
詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。

ここがポイント！



避難情報の入手と活用 —河川カメラの活用—

パソコンやスマートフォンから河川のライブ画像が確認できます！

QRコード

大阪府 画像公開システム 検索

URL: http://www.osaka-pref-rivercam.info/

地域からも選択できます
・北大阪 ・大阪市内 ・東部大阪
・南河内 ・泉州 ・府下全域

①パソコンやスマートフォンで検索 ②地図上から見たいカメラをクリック ③河川の状況が確認できます

自然災害に対しては「自らの判断で避難行動をとること」が原則です。どこでどのような情報を入手できる
か、日ごろから確認しておきましょう。大阪府では、みなさんの避難行動につなげるため、平成２７年度より
河川の状況がライブでわかる“河川カメラ”の設置をすすめています。災害時には、河川の状況などを確
認の上、適切に避難しましょう。

パソコンから

スマートフォンから

平常時の様子

府下全域で65台の河川カメラが閲覧できます
（平成29年2月末現在）

現在の様子



避難情報の入手と活用 —避難行動のタイミング（土砂災害の場合）—

＜気象庁HPより＞

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト



避難情報の入手と活用 —避難行動のタイミング（高潮の場合）—

＜気象庁HPより＞

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト



避難情報の活用 —避難行動のタイミング（津波の場合）—

津波警報・注意報の種類

種類 発表基準 数値での発表

（津波の高さ予想の区分）

巨大地震の

場合の発表

想定される被害と

取るべき行動

大津波警報 予想される津波

の高さが高いとこ
ろで３ｍを超える

場合。

10ｍ超 （10ｍ＜予想高さ)

10ｍ （5ｍ＜予想高さ≦10ｍ）
5ｍ （3ｍ＜予想高さ≦5ｍ）

巨大 木造家屋が全壊・流失し、人は津波によ
る流れに巻き込まれます。

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高

台や避難ビルなど安全な場所へ避難して
ください。

津波警報 予想される津波

の高さが高いとこ
ろで１ｍを超え、

３ｍ以下の場合。

3ｍ （1ｍ＜予想高さ≦3ｍ） 髙い 標高の低いところでは津波が襲い、浸水

被害が発生します。人は津波による流れ
に巻き込まれます。

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高
台や避難ビルなど安全な場所へ避難して
ください。

津波注意報 予想される津波

の高さが高いとこ
ろで０．２ｍ以上、

１ｍ以下の場合
であって、津波に
よる災害のおそ

れがある場合。

１ｍ(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) （表記しない） 海の中では人は速い流れに巻き込まれ、

また、養殖いかだが流失し小型船舶が転
覆します。

海の中にいる人はただちに海から上がっ
て、海岸から離れてください。

避難指示（緊急）地震が発生してから約３分を目標に発表



避難情報の活用 —おおさか防災ネットで確認しよう—

おおさか防災ネット 検索 URL：http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html

避難勧告・指示
大阪府内で、各市町村が避難
勧告や避難指示（緊急）が発令
している場合に、その発令状況
を確認できます。

避難所情報
大阪府内の避難所の情報を核
にできます。どこの避難所が開
設されていて、今何人が避難し
ているかを確認できます。

防災情報メール
コチラから防災情報メールの登録が
できます。

高所カメラ画像
府内の３箇所（五月山、生駒山、和泉
葛城山）に設置されている高所カメラ
の画像を閲覧できます。

河川カメラ画像
国土交通省、大阪府が設置している
河川カメラの画像を閲覧できます。

各市町村のホームページ
府内４３市町村の公式ホームページ
へのリンクです。

地震・津波・台風情報
自治体が発表する地震・津波・
台風に関する情報を確認できま
す。

気象警報・注意報・気象情報
気象庁が発表する気象警報や
注意報等が確認できます。

気象庁へのホームページリンク
です。

大阪府河川防災情報
雨量や水位等の観測情報の確
認や洪水リスク図、市町村のハ
ザードマップへアクセスできます。

土砂災害の防災情報
土砂災害警戒情報の発表状況
などを確認できます。



防災情報メールに事前に登録しておけば、注意報の発令情報や施設の近くの
河川の⽔位が危険な状況になった時に、その情報をメールで受け取ることができます。

避難情報の入手と活用

防災情報メールに登録すると、携帯電話に防災情報メールが届きます！

避難勧告の場合

各避難情報ごとにメールが配信されます。
以下の地区で避難準備が発令されました。

災害名称 ：20160918⾵⽔害
発表⽇時 ：2016/09/20 13:45
対象地区 ：北条・野崎・寺川・中垣
内・⿓間地区の⼀部
区分 ：準備
対象世帯数： 5779世帯
対象⼈数 ： 12235⼈

⼤阪府から⼟砂災害警戒準備情報が発令
されたため、避難の準備をしてください。
なお、⾃主避難の⽅のため、北条⼈権⽂
化センター、北条中学校、野崎⼈権⽂化
センター、四条中学校を避難所として開
設します。

（例）避難準備・⾼齢者避難開始のメール例

避難準備・⾼齢者等避難開始

避難勧告

避難指⽰（緊急）メール 3通⽬

メール 1通⽬

メール 2通⽬

⼟砂災害警戒情報の場合⽔防警報の場合

はん濫注意⽔位

避難判断⽔位

はん濫危険⽔位メール 3通⽬

メール 1通⽬

メール 2通⽬

⼤阪府 発表
◆観測時刻
09⽉28⽇ 17時20分

◆はん濫危険・避難判断⽔位超過
--⾼槻市--
[檜尾川*/⼥瀬川]
※[]内は河川名を⽰します。
※「*」印は、新たに判定⽔位超過と
なった河川を⽰します。

⽔位の上昇に伴い⽔位超過の
情報がメール配信されます。

（例）避難判断⽔位超過の場合

⼟砂災害警戒準備情報

⼟砂災害警戒情報メール 2通⽬

メール 1通⽬

⼟壌内の蓄積⾬量の指標と⻑時間の降
⾬から判定してメール配信されます。

⼤阪府 ⼤阪管区気象台 共同発表
⼟砂災害警戒情報が発表されましたので以下の通りお知ら
せします。

◆発表⽇時
09⽉20⽇ 15時40分
◆警戒対象地域
富⽥林市*
*印は新たに警戒対象となった市町村を⽰します。
◆警戒⽂
＜概況＞
⼤⾬のため、警戒対象地域では⼟砂災害の危険度が⾼まっ
ています。
＜とるべき措置＞
崖の近くなど⼟砂災害の発⽣しやすい地区にお住まいの⽅
は、早めの避難を⼼がけるとともに、市町村から発表され
る避難勧告などの情報に注意してください。

（例）⼟砂災害警戒情報のメール例

⼤阪府 防災情報メール 検索
登録⽅法は...



避難確保計画の作成



避難確保計画の作成

施設の場所にどのような自然災害の
リスクがあるか確認してください。

施設の場所に自
然災害のリスクが

ひとつでもある

対応の
必要なし

NO

YES

洪水、内水、土砂災害、高潮、津波

・避難確保計画の作成
・訓練の実施
・自衛水防組織の設置

非常災害対策計
画や消防計画等
がすでにあるか

YES

既存の計画に、今回新たに作成した
計画を追加してください

新規計画として作成
NO



避難確保計画の作成

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な
体制や訓練その他の措置に関する計画。

非常災害対策計画や消防計画等、災害に対処するための具体的な計画を定めている場合は、
既存の計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加することでもよい。

避難確保計画とは

避難確保計画に定めるべき事項

１．防災体制
（情報収集・避難場所と避難経路・資機材の準備・保護者への事前連絡

・周辺住民への事前協力依頼）
２．利用者の避難誘導
３．避難の確保を図るための施設の整備
４．起こり得る災害を想定した防災教育及び訓練の実施
５．自衛水防組織を置く場合、活動要領・構成員への教育と訓練
６．その他の事項



要配慮者利用施設管理者の皆様への依頼事項

１．みなさんの施設が各自然災害の影響範囲内かどうか確認してください。

２．範囲内の場合、避難確保計画の作成・変更、訓練の実施、
利用者の迅速な避難確保を行う自衛水防組織を設置してください。

３．避難確保計画を作成した場合、施設所在地の市町村に報告を
お願いします。



避難確保計画の作成

国土交通省が、要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画の作成の参考とするため、
「避難確保計画作成の手引き」をホームページで提供している。

避難確保計画を作成するにあたって

【掲載ホームページ】
http://www.milt.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jie
isuibou/pdf/hinankakuho_tebiki_suibou201701.pdf



ご静聴、
ありがとうございました。



避難訓練の実施 （避難訓練のシナリオが「避難行動タイムライン」に！）

洪水・土砂災害に関する避難訓練シナリオの例（台風の場合）

要配慮者利用施設
（訓練シナリオ）

市町村 国・大阪府 気象台

1週間前

5日前

3日前

2日前

24	ｈ前

台
風
に
関
す
る
気
象
情
報
ᶝ
台
風
情
報
ᶞ

(

大
雨
に
関
す
る
ᶞ
大
阪
府
気
象
情
報

３ ｈ前

発生

指定河川洪水予報
避難判断水位到達

氾濫危険水位到達

堤防天端水位到達・越流

避難準備・
高齢者等避難開始
○避難所開設

避難勧告

避難指示（緊急）

○○：○○ 自主防災体制の確認訓練

○○：○○ 気象情報確認訓練

○○：○○ 防災情報確認訓練

○○：○○ 河川カメラ確認訓練

○○：○○ 要配慮者避難開始

○○：○○ 避難所到着

・避難訓練で、時系列の訓練シナリオを作成しておくと、実際の災害時の避難行動タイムライン
として活用できます。
・災害時における気象台⇒国・府⇒市町村⇒皆様への情報の流れを意識して頂くと効果的です。


